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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通常の撮影状態で患部の撮影を行う第１撮影状態と、通常の撮影状態とは異なる撮影状
態で患部の撮影を行う第２撮影状態とを有し、患部の診断を支援するための画像を撮像す
るダーモスコピー用撮像装置において、
　第１光源と、第２光源と、を備え、
　前記第１撮影状態の際に被写体に光を照射する光源として、少なくとも前記第１光源を
採用し、前記第２撮影状態の際に前記被写体に光を照射する光源として、少なくとも前記
第２光源を採用するように構成され、
　前記第２光源の照射方向と前記第１光源の照射方向とが互いに異なる方向に設定されて
いることによって、前記第１光源からの光によって照射される照射領域と、前記第２光源
からの光によって照射される照射領域とが互いに異なっている、
　ことを特徴とするダーモスコピー用撮像装置。
【請求項２】
　前記第１光源と、前記第２光源と、撮像素子と、前記撮像素子と前記被写体とを結ぶ光
軸上に位置するレンズ群と、を有する撮像装置本体を備え、
　前記第２光源の照射方向は、前記光軸に近づく方向に設定されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【請求項３】
　前記第１光源の照射方向は、前記光軸に対して並行又は遠ざかる方向に設定されている



(2) JP 6888565 B2 2021.6.16

10

20

30

40

50

、
　ことを特徴とする請求項２に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【請求項４】
　前記第１撮影状態は、通常撮影状態であり、
　前記第２撮影状態は、ダーモスコピー撮影状態であって、
　前記レンズ群は、前記ダーモスコピー撮影状態では拡大レンズとして機能し、前記通常
撮影状態では前記ダーモスコピー撮影状態よりも広角なレンズとして機能する、
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【請求項５】
　前記撮像装置本体は、前記光軸上に位置する、ダーモスコピー撮影のために前記第２光
源から出射された光を偏光するための偏光部材を備える、
　ことを特徴とする請求項４に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【請求項６】
　前記第１光源と前記第２光源は、前記撮像装置本体の前方に設けられている、
　ことを特徴とする請求項２～５のいずれか１項に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【請求項７】
　前記第２光源の少なくとも一部は、偏光部材が設けられて偏光光を照射し、
　前記第１光源は、非偏光光を照射し、
　前記撮像素子の前方に、偏光軸の方向が前記偏光部材の偏光軸の方向と異なる偏光部材
を備える、
　ことを特徴とする請求項２～６のいずれか１項に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【請求項８】
　前記第１光源と前記第２光源は、前記レンズ群の周囲に設けられている、
　ことを特徴とする請求項２～７のいずれか１項に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【請求項９】
　前記第１光源は、前記第２光源よりも後方に設けられている、
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【請求項１０】
　前記第１光源の取り付け方向と、前記第２光源の取り付け方向とを互いに異ならせこと
によって、前記第１光源の照射方向と前記第２光源の照射方向とを互いに異ならせるとと
もに、前記第１光源からの光によって照射する照射領域と、前記第２光源からの光によっ
て照射する照射領域とを互いに異ならせる、
　ことを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【請求項１１】
　前記第２光源の少なくとも一部は、偏光部材が設けられて偏光光を照射し、
　前記第１光源は、非偏光光を照射する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【請求項１２】
　前記第１撮影状態の際に少なくとも前記第１光源を点灯し、前記第２撮影状態の際に少
なくとも前記第２光源を点灯するように構成されている、
　ことを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【請求項１３】
　前記第１撮影状態の際に前記第１光源を点灯し、前記第２撮影状態の際に前記第１光源
及び前記第２光源の両方を点灯するように構成されている、
　ことを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【請求項１４】
　前記第１光源と前記第２光源には照射角度が異なる光源が用いられている、
　ことを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【請求項１５】
　前記第１光源と前記第２光源には照射強度が異なる光源が用いられている、
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　ことを特徴とする請求項１～１４のいずれか１項に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【請求項１６】
　前記第１光源と前記第２光源には照射距離が異なる光源が用いられている、
　ことを特徴とする請求項１～１５のいずれか１項に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【請求項１７】
　前記第１光源と前記第２光源には波長が異なる光源が用いられている、
　ことを特徴とする請求項１～１６のいずれか１項に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【請求項１８】
　前記第１光源と前記第２光源は、同じ光源であって、前記第１撮影状態と前記第２撮影
状態とで、光の照射方向を変えるか、又は前記光軸上に偏光板を位置させる状態と位置さ
せない状態とで切り替えるように構成されている、
　ことを特徴とする請求項２に記載のダーモスコピー用撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダーモスコピー用撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高齢化やオゾン層破壊によってメラノーマ（悪性黒色腫）などの皮膚疾患の増加
が問題となっている。このような皮膚疾患の診断には、皮膚内部の色素分布や色合いを視
認するためのダーモスコープと呼ばれる装置が活用されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に開示のダーモスコープは、異なる偏光フィルタのそれぞれにダイ
オードを設置し、発光するダイオードを切り替えることで、皮膚表面を観察できる状態と
、皮膚内部を観察できる状態とを切り替えることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第７００６２２３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示のダーモスコープは、撮像装置と組み合わせて用いる
ことを想定していない。そのため、ダーモスコピー撮影と通常撮影とを引用文献１に開示
のダーモスコープを利用して一台の撮像装置で行うことは困難である。このように、引用
文献１に開示のダーモスコープを利用した撮影に限られず、一台の撮像装置で異なる撮影
状態への切り替えを容易に行うことができなかった。
【０００６】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、異なる撮影状態への切り替え
を容易に行えるダーモスコピー用撮像装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明のダーモスコピー用撮像装置は、通常の撮影状態で患
部の撮影を行う第１撮影状態と、通常の撮影状態とは異なる撮影状態で患部の撮影を行う
第２撮影状態とを有し、患部の診断を支援するための画像を撮像するダーモスコピー用撮
像装置において、第１光源と、第２光源と、を備え、前記第１撮影状態の際に被写体に光
を照射する光源として、少なくとも前記第１光源を採用し、前記第２撮影状態の際に前記
被写体に光を照射する光源として、少なくとも前記第２光源を採用するように構成され、
前記第２光源の照射方向と前記第１光源の照射方向とが互いに異なる方向に設定されてい
ることによって、前記第１光源からの光によって照射される照射領域と、前記第２光源か
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らの光によって照射される照射領域とが互いに異なっている、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、異なる撮影状態への切り替えを容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明を適用した第１の実施の形態のダーモスコピーカメラの図であり、ダーモ
スコピー撮影時のダーモスコピーカメラの斜視図。
【図２】本発明を適用した第１の実施の形態のダーモスコピーカメラの図であり、通常撮
影時のダーモスコピーカメラの分解斜視図。
【図３】本発明を適用した第１の実施の形態のダーモスコピーカメラの正面図。
【図４】図３中の切断線ＩＶ－ＩＶで切断したダーモスコピーカメラの分解切断面図。
【図５】ダーモスコピー撮影時におけるダーモスコピーカメラの切断面図。
【図６】通常撮影時におけるダーモスコピーカメラの切断面図。
【図７】光源から出射された光の照度分布の様子を示した概略図であり、（ａ）は図５に
示す照射面における分布図、（ｂ）は図６に示す照射面における分布図。
【図８】本発明を適用した第２の実施の形態のダーモスコピーカメラの図であり、通常撮
影時におけるダーモスコピーカメラの切断面図。
【図９】本発明を適用した第３の実施の形態のダーモスコピーカメラの分解斜視図。
【図１０】図９におけるライトユニットの正面図。
【図１１】図１０におけるＸ－Ｘ線断面図。
【図１２】図１０におけるＹ－Ｙ線断面図。
【図１３】図１１、１２におけるフィルタユニットの斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を適用したダーモスコピーカメラの実施形態について、図面を参照しなが
ら説明する。なお、本願明細書では、「マイクロスコープ（Microscope）：顕微鏡」及び
「マイクロスコピー（Microscopy）：顕微鏡による検査又は顕微鏡使用（法）」の使い分
けに準じ、「ダーモスコープ（Dermoscope）」及び「ダーモスコピー（Dermoscopy）」の
用語を、皮膚検査用の拡大鏡（装置）及び同拡大鏡を用いた皮膚検査又は同拡大鏡使用（
行為）という意味で用いている。
【００１１】
（第１の実施の形態）
（ダーモスコピーカメラ１の全体構成）
　図１は、本発明を適用した第１の実施の形態のダーモスコピーカメラの図であり、ダー
モスコピー撮影時のダーモスコピーカメラの斜視図である。図２は、本発明を適用した第
１の実施の形態のダーモスコピーカメラの図であり、通常撮影時のダーモスコピーカメラ
の分解斜視図である。図３は、本発明を適用した第１の実施の形態のダーモスコピーカメ
ラの正面図である。図４は、図３中の切断線ＩＶ－ＩＶで切断したダーモスコピーカメラ
の分解切断面図である。図１～図４に示すように、ダーモスコピーカメラ（医療用撮像装
置）１は、カメラ本体（撮像装置本体）１０と、カメラ本体１０に着脱可能なアタッチメ
ント４０によって概略構成されている。
【００１２】
　なお、以下の説明において、図１に示すように、撮像対象（被写体）側をダーモスコピ
ーカメラ１の前方（前面、正面）、その反対側を後方とし、ダーモスコピーカメラ１を前
方から見たときの上下左右方向をそのまま上下左右方向とした直交座標系に基づいて説明
するものとする。また、各部材に関する取り付けは、特に言及がない限り、ネジ、ビス等
を用いた取り付けや、嵌合等の取り付け等、適宜の方法で行えばよい。
【００１３】
　ダーモスコピーカメラ１は、図１に示すように、アタッチメント４０をカメラ本体１０
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の前方に取り付けてダーモスコピー撮影が可能なダーモスコピー撮影状態（第１撮影状態
）と、図２に示すように、アタッチメント４０をカメラ本体１０の前方から取り外して通
常撮影が可能な通常撮影状態（第２撮影状態）とに切り替えることができる。なお、通常
撮影とは、例えば皮膚疾患部の表面を撮影するといった一般的なカメラの使用方法による
撮影を意味している。
【００１４】
（カメラ本体１０の構成について）
　カメラ本体１０は筐体１１を有し、この筐体１１の内部に、レンズ群及びシャッタ２５
を有するレンズユニット１２、光源としてのＬＥＤ（Light Emitting Diode）が搭載され
たＬＥＤ基板１３、カバープレート１４、回路配線基板３０、及び撮像素子３１といった
種々の構成部品を収容している。筐体１１には、上面にシャッタボタン１８（図３）、右
面に電源ボタン１７が設けられている。また、カメラ本体１０には、撮像した画像を表示
するとともに、ダーモスコピーカメラ１の各種設定を実行するためのタッチパネル式の画
面（不図示）が設けられている。
【００１５】
　さらに、筐体１１の内部には、シャッタボタン１８の操作に応じて、撮像素子３１が読
み取った撮影画像を記憶する記憶部と、上述した各部を制御する制御部と、上述した各部
に電源を供給するバッテリー部と、が設けられているが、これらの図示は省略する。
【００１６】
　撮像素子３１は、公知の撮像素子の中から採用することができ、例えば、ＣＣＤ（Char
ge Coupled Device）イメージセンサやＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semicondu
ctor）イメージセンサを用いることができる。カメラ本体１０は、撮像素子３１を用いて
被写体を撮影することができる。カメラ本体１０は、例えば静止画及び動画を撮影するこ
とができる。
【００１７】
　レンズユニット１２が有するレンズ群は、光軸ＯＡ上に位置し第１撮影レンズ２０及び
第２撮影レンズ２１を含む。第１撮影レンズ２０及び第２撮影レンズ２１は、例えば平凸
レンズから構成されている。第１撮影レンズ２０及び第２撮影レンズ２１は、被写体であ
る皮膚疾患部と撮像素子３１との間に介在する。後述するように、第１撮影レンズ２０は
前後方向に移動可能である。これにより、焦点距離が変化し、拡大倍率を変更することが
できる。第１撮影レンズ２０及び第２撮影レンズ２１には、両者を合わせて、患者の疾患
部を１０～３０倍に拡大可能なレンズが採用される。つまり、第１撮影レンズ２０及び第
２撮影レンズ２１は、通常撮影時では広角レンズとして機能し、ダーモスコピー撮影時で
は拡大レンズ若しくはマクロレンズとして機能する。
【００１８】
　またレンズユニット１２は、撮影時に露光のために開閉するシャッタ２５を含む。シャ
ッタ２５にはさまざまな形式のものを採用し得る。シャッタ２５は、例えばレンズシャッ
タ又はフォーカルプレーンシャッターである。レンズシャッタでは小さな仕切り板が設け
られており、バネの力で勢いよく開閉する。このように仕切り板が完全に開いてから完全
に閉じるまでの時間が露出時間（シャッタースピード）になる。仕切り板が閉じると、レ
ンズユニット１２内に入った光は仕切り板により遮られるため、撮像素子３１に届くこと
はない。
【００１９】
　筐体１１は、前方に向けて先細かつ筒状のカバー部１５を有している。カバー部１５の
中央にはレンズユニット１２が収容されている。また、筐体１１には、レンズユニット１
２を取り囲むように、円環状の凹部からなる基板収容部１１ａが形成されている。第１Ｌ
ＥＤ５０及び第２ＬＥＤ６０を搭載した円環状のＬＥＤ基板１３は、基板収容部１１ａに
収容されている。また、ＬＥＤ基板１３の前方を覆う円環状のカバープレート１４が、筐
体１１に設けられている。
【００２０】
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　ＬＥＤ基板１３の前面には、４つの第１ＬＥＤ５０と４つの第２ＬＥＤ６０とが搭載さ
れている。ＬＥＤ基板１３は、レンズ群のうち、前方に位置する第２撮影レンズ２１の近
傍を取り囲むように配置されている。これにより第１ＬＥＤ５０及び第２ＬＥＤ６０は、
レンズ群の周囲に配置される。
【００２１】
　第１ＬＥＤ５０は、例えば砲弾型のＬＥＤであり、砲弾状の部位が突出した方向に多く
の光を出射する。第１ＬＥＤ５０は、図２、図４に示すように、ＬＥＤ基板１３に対して
砲弾状の部位の突出方向が垂直となるように取り付けられている。これにより、第１ＬＥ
Ｄ５０は、砲弾状の部位が光軸ＯＡに対して平行となる方向に突出しており、前方を向い
た状態でダーモスコピーカメラ１に設けられている。このようにしてダーモスコピーカメ
ラ１に設けられた第１ＬＥＤ５０は、図４中の矢印Ｌ１で示す出射方向、すなわち光軸Ｏ
Ａに対して平行な方向である前方により多くの光を出射する。なお、光軸ＯＡは、光学結
像系の中心を通る対称軸であり、被写体と撮像素子３１とを結ぶライン上に位置している
。
【００２２】
　第２ＬＥＤ６０も同様に、例えば砲弾型のＬＥＤから構成されている。しかしながら、
第２ＬＥＤ６０は、図２、図４に示すように、ＬＥＤ基板１３に対して砲弾状の部位の突
出方向が傾いた状態で取り付けられている。例えば、第２ＬＥＤ６０は、砲弾状の部位の
突出方向がＬＥＤ基板１３に対し垂直となるように取り付けられた状態から所定角度だけ
ＬＥＤ基板１３の中心を向くようにして、ＬＥＤ基板１３に取り付けられている。すなわ
ち、第２ＬＥＤ６０は、砲弾状の部位が光軸ＯＡの方向を向くように取り付けられている
。これにより、第２ＬＥＤ６０は、図４中の矢印Ｌ２で示す前方から所定角度だけＬＥＤ
基板１３の中心を向いた出射方向、すなわちダーモスコピーカメラ１の光軸ＯＡに近づく
方向に向けてより多くの光を出射する。このように、第１ＬＥＤ５０は、図４中の矢印Ｌ
１で示す前方向（光軸ＯＡと平行な方向）を照射方向に設定されている。また、第２ＬＥ
Ｄ６０は、図４中の矢印Ｌ２で示すように前方からやや中心（前方からやや光軸ＯＡ）を
向いた方向を照射方向に設定されている。そのため、第１ＬＥＤ５０の照射方向Ｌ１と、
第２ＬＥＤ６０の照射方向Ｌ２とは異なっている。
【００２３】
　第１ＬＥＤ５０及び第２ＬＥＤ６０は、ＬＥＤ基板１３と中心を共有する円上に等間隔
で配置されており、この円の周方向に沿って交互に配置されている。第１ＬＥＤ５０及び
第２ＬＥＤ６０は、白色光を発する砲弾型のＬＥＤから構成されている。後述するように
、通常撮影時には、光軸ＯＡに平行な方向により多くの光を出射する第１ＬＥＤ５０を点
灯させ、第２ＬＥＤ６０は消灯させる。一方、ダーモスコピー撮影時には、ダーモスコピ
ーカメラ１の光軸ＯＡ（前方からやや内側）に向けてより多くの光を出射する第２ＬＥＤ
６０を点灯させ、第１ＬＥＤ５０は消灯させる。
【００２４】
　カバープレート１４は、例えば透光性を有する合成樹脂から構成されている。カバープ
レート１４は、ＬＥＤ基板１３の前方を覆うとともに、レンズユニット１２の前方を開放
する開口１４ａを有している。カバープレート１４は、カメラ本体１０にごみや塵などの
異物の進入を抑制するとともに、第１ＬＥＤ５０及び第２ＬＥＤ６０から出射された光を
通し前方へと出射する。
【００２５】
（アタッチメント４０の構成について）
　アタッチメント４０は、図４に示すように、先端に円盤状の接触板４１が形成された筒
状体４２と、筒状体４２の外周面に取り付けられた装着リング４５と、偏光部材としての
偏光フィルタ２３と、カバープレート２４と、を有している。
【００２６】
　筒状体４２は、例えばポリ塩化ビニル誘導体やアクリル系樹脂などの樹脂から構成され
ている。筒状体４２は、円筒状をなしており、その先端には接触板４１が形成されている
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。筒状体４２の内周面は、光を反射するための鏡面加工が施されている。接触板４１は、
筒状体４２の外周面から外側に突出した鍔状のプレートである。後述するように、ダーモ
スコピー撮影時には、接触板４１を皮膚疾患部に接触させることで、ダーモスコピーカメ
ラ１の姿勢を安定させることができる。
【００２７】
　装着リング４５は、筒状体４２の外周面取り付けられており、撮影者が指を引っ掛ける
ための凹部４５ａが複数形成されている。撮影者は、例えばアタッチメント４０をカバー
部１５にねじ込むことにより、カバー部１５の先端に筒状体４２を装着することができる
。アタッチメント４０とカバー部１５とは、螺号や嵌合などの公知の方法によって着脱自
在な構成となっている。
【００２８】
　偏光フィルタ２３は、アタッチメント４０の中空部に設けられている。アタッチメント
４０がカメラ本体１０に装着されると、偏光フィルタ２３は、カバープレート１４の前方
に配される。偏光フィルタ２３は、光軸ＯＡ上に位置し、第２ＬＥＤ６０から出射された
光を通過させる際に偏光する。偏光された光は、皮膚表面での乱反射が抑制されながら皮
膚下の物質によって反射される。
【００２９】
　カバープレート２４は、例えばガラス体から構成されている。カバープレート２４は、
図４の拡大図に示すように、その前面がアタッチメント４０の前面から長さＬだけ後退し
た位置となるように、筒状体４２の中空部に設置されている。これにより、アタッチメン
ト４０の前面には、長さＬの深さを有する円形状の凹部４１ａが形成される。長さＬは、
例えば１ｍｍである。カバープレート２４は、偏光フィルタ２３から出射された光を前方
へ通過させるとともに、皮膚疾患部からの反射光をダーモスコピーカメラ１内に入射させ
る。また、カバープレート２４は、アタッチメント４０内を湿気やほこりから保護する。
また、偏光フィルタ２３と偏光軸が交叉する第２の偏光フィルタを設けて、ダーモスコピ
ーカメラ１内に入射する皮膚疾患部からの反射光を通過させるようにしても良い。
【００３０】
（ダーモスコピー撮影時におけるＬＥＤ光の進行について）
　図５は、ダーモスコピー撮影時におけるダーモスコピーカメラの切断面図である。ダー
モスコピー撮影時には、第２ＬＥＤ６０を点灯させる一方、第１ＬＥＤ５０は消灯させる
。図５には、説明のために点灯させる第２ＬＥＤ６０のみを図示している。
【００３１】
　図５に示すように、第２ＬＥＤ６０は、ダーモスコピーカメラ１の内側に傾けられ、砲
弾状の部位の突出方向が光軸ＯＡの方向を向くように設けられている。そのため、第２Ｌ
ＥＤ６０から出射される光は、照射領域６０ａに示すように、砲弾状の部位の突出方向で
ある光軸ＯＡに近づく方向を中心に多く出射される。なお、第２ＬＥＤ６０は、照射方向
Ｌ２を中心に照射角度θ２を有するＬＥＤである。第２ＬＥＤ６０から出射された光は、
カバープレート１４と偏光フィルタ２３をと通過し、筒状体４２内に進入する。偏光フィ
ルタ２３により偏光された光は、その一部が筒状体の鏡面加工が施された内周面に反射さ
れながら、矢印Ｌ３に示すように、カバープレート２４を通り前方へと出射される。
【００３２】
（通常撮影時におけるＬＥＤ光の進行について）
　図６は、通常撮影時におけるダーモスコピーカメラの切断面図である。通常撮影時には
、カメラ本体１０からアタッチメント４０が取り外される。そして、第１ＬＥＤ５０を点
灯させる一方、第２ＬＥＤ６０は消灯させる。図６の断面図には、説明のために、点灯さ
せる第１ＬＥＤ５０のみを図示している。
【００３３】
　図６に示すように、第１ＬＥＤ５０は、砲弾状の部位の突出方向が光軸ＯＡに対して平
行な方向である前方を向くように設けられている。そのため、第１ＬＥＤ５０から出射さ
れる光は、照射領域５０ａに示すように、砲弾状の部位の突出方向である光軸ＯＡに対し
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て平行な方向である前方を中心に多く出射される。なお、第１ＬＥＤ５０は、照射方向Ｌ
１を中心に照射角度θ１を有するＬＥＤである。本実施形態では、第１ＬＥＤ５０の照射
角度θ１と、第２ＬＥＤ６０の照射角度θ２は同じである。第１ＬＥＤ５０から出射され
た光は、カバープレート１４を通過する。カバープレート１４を通過した光は、徐々に広
がりながら進み、矢印Ｌ４で示すように、やがて皮膚疾患部を照射する。
【００３４】
（ＬＥＤ光の照度分布について）
　次に、ダーモスコピーカメラ１に設けられた光源である第１ＬＥＤ５０及び第２ＬＥＤ
６０から出射された光の照度分布について説明する。図７は、光源から出射された光の照
度分布の様子を示した概略図であり、（ａ）は図５に示す照射面における分布図、（ｂ）
は図６に示す照射面における分布図である。ここで、図５に示す照射面５１は、ダーモス
コピー撮影時における皮膚疾患部（被写体）の表面位置に相当する。また、図６に示す照
射面５２は、通常撮影時における皮膚疾患部（被写体）の表面位置に相当する。照射面５
２は、例えば、ダーモスコピーカメラ１から１メートル離間した位置にある。なお、図７
各図においては、照度が高い領域ほど、白色に近い色で塗りつぶしている。また、図７（
ａ）（ｂ）においては、発明の理解を容易にするため、照射面５１と光軸ＯＡを延長した
線との交点であるか仮想点Ｏ１と照射面５２と光軸ＯＡを延長した線との交点である仮想
点Ｏ２とを図示している。
【００３５】
　上述したように、ダーモスコピー撮影時においては、内側に傾けた第２ＬＥＤ６０を点
灯させ、第１ＬＥＤ５０は消灯させる。図５に示すように、第２ＬＥＤ６０が点灯すると
、照射領域６０ａで示すように一定の照射角度を有する光が出射されるが、その出射方向
は概ねダーモスコピーカメラ１の内側であり光軸ＯＡに近づく方向を向いている。これに
より、第２ＬＥＤ６０から出射された光は、ダーモスコピーカメラ１の前方に向かうにつ
れて中央（光軸ＯＡ）に集光される。そのため、カバープレート２４を介して出射される
光（矢印Ｌ３）は、第２ＬＥＤ６０からの光が集光された強い光となっている。ダーモス
コピー撮影時には、接触板４１の前面が、皮膚疾患部に接触した状態にあり、カバープレ
ート２４の直前に皮膚疾患部が位置する。そのため、図７（ａ）に示すように、皮膚疾患
部の表面に相当する照射面５１に、光が強く照射される仮想点Ｏ１を中心とした照射領域
５１ａが形成され、その外側に光が照射されない非照射領域５１ｂが形成される。この照
射領域５１ａの大きさは、アタッチメント４０の先端に形成される凹部４１ａ（図５）の
大きさとおおよそ同じである。このように、ダーモスコピー撮影時において、内側に向け
て設けられた第２ＬＥＤ６０によって集光した強い光を皮膚疾患部に照射することができ
る。そのため、皮膚下の物質に光を照射、反射させることができ、ダーモスコピー画像を
撮影することができる。
【００３６】
　一方、通常撮影時においては、第１ＬＥＤ５０を点灯させ、第２ＬＥＤ６０は消灯させ
る。図６に示すように、同心円上に等間隔で設けれらた第１ＬＥＤ５０からの光は、照射
領域５０ａで示すように一定の照射角度を有する。第１ＬＥＤ５０から出射された光は、
カバープレート１４を通り前方へと出射される。ダーモスコピーカメラ１と照射面５２と
は、例えば１ｍ程度離間しているため、第１ＬＥＤ５０から出射された光は広範囲に広が
っていく。そのため、照射面５２においては、ダーモスコピー撮影時よりも広い範囲が光
に照射される一方、照射する光の強さは弱くなる。例えば、通常撮影時においては、図７
（ｂ）に示すように、照射面５２に、照射領域５１ａよりも面積が大きいが低い照度の仮
想点Ｏ２を中心とした照射領域５２ａと、照射領域５２ａよりも面積が大きく照度が低い
照射領域５２ｂと、照射領域５２ｂよりも面積が大きく照度が低い照射領域５２ｃと、そ
の外側に光が照射されない非照射領域５２ｄが形成される。このことから、通常撮影時に
は、皮膚疾患部を中心として広範囲に光を照射することができる。
【００３７】
（ダーモスコピーカメラ１の使用例）
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　ダーモスコピーカメラ１を用いてダーモスコピー撮影を行う場合、撮影者は、図５に示
すように、アタッチメント４０をカメラ本体１０の先端に取り付ける。次に、撮影者は、
電源ボタン１７を押してダーモスコピーカメラ１の電源を入れる。続いて、撮影者は、タ
ッチパネル式の画面を操作して、ダーモスコピーカメラ１をダーモスコピー撮影状態に設
定する。これにより、前後方向に移動可能な第１撮影レンズ２０が、ダーモスコピー撮影
位置（図５の実線位置）に合わされ、皮膚疾患部は所定の倍率（例えば１０～３０倍）に
拡大される。次に、撮影者は、皮膚疾患部に接触板４１を接触させて、シャッタボタン１
８を半押しする。このとき、アタッチメント４０の前面に形成された凹部４１ａが、皮膚
疾患部との接触を抑制する。シャッタボタン１８を半押しすることにより、第２ＬＥＤ６
０のみが点灯し、第１ＬＥＤ５０は消灯状態が維持される。第２ＬＥＤ６０から出射され
た光は、偏光フィルタ２３により偏光されカバープレート２４から出射される。カバープ
レート２４から出射された光は、皮膚疾患部の表面での乱反射を抑制しながら皮膚下に到
達し、皮膚下の物質によって反射される。この反射光は、カバープレート２４及び偏光フ
ィルタ２３を介して、レンズユニット１２に取り込まれる。レンズユニット１２に取り込
まれた光は、第２撮影レンズ２１及び第１撮影レンズ２０を介して１０～３０倍に拡大さ
れ、カメラ本体１０の撮像素子３１上に結像される。任意のタイミングでカメラ本体１０
のシャッタボタン１８を全押しすると、撮像素子３１が読み取った撮像画像がカメラ本体
１０の記憶部に記憶される。このように記憶された撮像画像は、例えば、色素細胞母斑、
悪性黒色腫、脂漏性角化症、基底細胞癌、血管病変及びボーエン病などの検査、及び診断
に用いることができる。
【００３８】
　続けてダーモスコピーカメラ１を用いて通常撮影を行う場合、撮影者は、アタッチメン
ト４０をカメラ本体１０から取り外す（図６）。次に撮影者は、タッチパネル式の画面を
操作してダーモスコピーカメラ１を通常撮影状態に設定する。これにより、前後方向に移
動可能な第１撮影レンズ２０が、通常撮影位置（図６の実線位置）に合わされる。なお、
図６において、ダーモスコピー撮影位置にある第１撮影レンズ２０を二点鎖線で示してい
る。このように、通常撮影時の第１撮影レンズ２０は、ダーモスコピー撮影時の第１撮影
レンズ２０よりも、撮像素子３１の近く（後方）に配される。これにより、焦点距離を変
更することができ、拡大倍率をより小さな値に変更することができる。そして、撮影者は
、ダーモスコピーカメラ１を皮膚疾患部から所定距離離間させた状態で、例えばシャッタ
ボタン１８を半押しする。これにより、第１ＬＥＤ５０のみが点灯し、第２ＬＥＤ６０は
消灯状態が維持される。第１ＬＥＤ５０から出射された光は、カバープレート１４を通り
、皮膚疾患部を中心とした広い範囲を照射する。照射した光は、皮膚疾患部の表面で反射
され、レンズユニット１２に取り込まれて、カメラ本体１０の撮像素子３１上に結像され
る。任意のタイミングでカメラ本体１０のシャッタボタン１８を全押しすると、撮像素子
３１が読み取った撮像画像がカメラ本体１０の記憶部に記憶される。これにより、皮膚表
面の様子を撮影することができる。
【００３９】
（実施形態の効果について）
　以上説明したように、本発明を適用したダーモスコピーカメラ１においては、ダーモス
コピー撮影に適した光の照射を行うことができる第２ＬＥＤ６０と、通常撮影に適した光
の照射を行うことができる第１ＬＥＤ５０とを設けている。このような構成により、ダー
モスコピー撮影と通常撮影とを切り替える場合、発光させるＬＥＤを選択するだけでよい
。これにより、ダーモスコピー撮影状態と通常撮影状態との切り替えを容易に行うことが
できる。
【００４０】
　また、第１ＬＥＤ５０は、ダーモスコピーカメラ１の光軸ＯＡに対して平行な方向であ
る前方を中心に多くの光が出射されるようにダーモスコピーカメラ１に設けられている。
これにより、通常撮影時に第１ＬＥＤ５０から出射された光を、皮膚疾患部を中心として
広範囲に照射することができる。これにより、通常撮影に適した光を照射することができ
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る。
【００４１】
　また、第２ＬＥＤ６０は、ダーモスコピーカメラ１の光軸ＯＡに近づく方向を中心に多
くの光が出射されるように、ダーモスコピーカメラ１の内側に傾けてＬＥＤ基板１３に取
り付けられている。これにより、第２ＬＥＤ６０から出射された光は、ダーモスコピーカ
メラ１の前方に向かうにつれて中央（光軸ＯＡ）に集光され、ダーモスコピー撮影に適し
た強い光を皮膚疾患部に照射することができる。
【００４２】
　また、ＬＥＤ基板１３は、レンズユニット１２に設けられたレンズ群のうち最前方に位
置する第２撮影レンズ２１の近傍に配置されている。そのため、第１ＬＥＤ５０及び第２
ＬＥＤ６０は、カメラ本体１０の前方（ダーモスコピーカメラ１の前方）に位置している
。これにより、第１ＬＥＤ５０及び第２ＬＥＤ６０から出射された光は、光量をほとんど
減ずることなく、ダーモスコピーカメラ１から出射される。これにより、被写体である皮
膚疾患部を明るく照射することができる。
【００４３】
　また、アタッチメント４０の先端に、皮膚疾患部に接触させるための接触板４１を形成
しておくことで、ダーモスコピー撮影の際に、ダーモスコピーカメラ１の姿勢を安定させ
ることができる。さらに、皮膚疾患部とダーモスコピーカメラ１との距離を固定すること
ができる。そのため、ダーモスコピー撮影時における第１撮影レンズ２０及び第２撮影レ
ンズ２１の配置を予め決めておくことができ、レンズ群の制御を容易なものとすることが
できる。
【００４４】
　また、アタッチメント４０の前面には、円形状の凹部４１ａが形成されている。このよ
うに円形状の凹部４１ａを設けることで、押圧されていない皮膚疾患部を撮影することが
できる。これにより、自然な状態の皮膚疾患部のダーモスコピー画像を得ることができる
。
【００４５】
　また、カメラ本体１０にアタッチメント４０を着脱可能な構成としている。そのため、
ダーモスコピー撮影後に、アタッチメント４０を取り外して、容易に洗浄することができ
る。また、アタッチメント４０を複数用意しておくことで、アタッチメント４０を交換す
ることで、他の患者を続けて撮影を行うことができ、診察時間の短縮を図ることができる
。また、アタッチメント４０に光源を設ける必要がないため、アタッチメント４０の構成
を簡単なものとすることができる。これは、特に複数のアタッチメント４０を用意する必
要がある場合に、コストを抑制することができる。
【００４６】
（他の形態について）
　この発明は、上記実施の形態に限定されず、様々な変形及び応用が可能である。上述の
実施形態では、カバープレート１４は、後方からの光を前方に通す透光性を有する材料か
ら構成されていると説明したが、このような形態に限定されない。例えば、カバープレー
ト１４を、その表面に微小な凹凸を形成し、通過する光を拡散する形態のものであっても
よい。これにより、通常撮影時に、皮膚疾患部を中心としたより広い範囲に光を照射する
ことができる。また、皮膚疾患部に照射される光のムラを抑制することができる。また、
ダーモスコピー撮影時においては、カバープレート１４によって拡散された光を、筒状体
４２の内周面で反射させることができるので、ダーモスコピー撮影に適した強い光を皮膚
疾患部に照射することができる。
【００４７】
　また、ダーモスコピー撮影に際して、偏光作用を有するジェルを皮膚疾患部に塗布して
撮影する場合には、アタッチメント４０に設けた偏光フィルタ２３を省略することができ
る。なお、偏光フィルタ２３を有するアタッチメントと偏光フィルタ２３を有しないアタ
ッチメントとを準備しておくことで、ジェルを用いた撮影を行うか、偏光フィルタを用い
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た撮影を行うかを状況に応じて選択することができる。
【００４８】
　また、第１ＬＥＤ５０及び第２ＬＥＤ６０は、砲弾型の白色ＬＥＤから構成されると説
明したが、他の白色のＬＥＤを用いてもよいし、その他の光源を採用してもよい。その他
の光源としては、ハロゲンランプなどの高輝度ライト、半導体発光素子、及び有機エレク
トロルミネッセンスなどの発光素子を用いることができる。この場合においても、通常撮
影時に点灯させる光源は前方を向くように、ダーモスコピー撮影時に点灯させる光源は中
央を向くように設けるようにすればよい。更に、第１ＬＥＤ５０及び第２ＬＥＤ６０の光
量や光特性を異ならせても良い。例えば、第１ＬＥＤ５０は遠方の被写体まで届くのに十
分な光量を広範囲に照射することができる光源とし、一方で第２ＬＥＤ６０は光量は小さ
いながらも近くの被写体を集中的に照明する指向性の強い光を発する光源としてもよい。
【００４９】
　また、第１ＬＥＤ５０及び第２ＬＥＤ６０は、白色光を発するＬＥＤから構成されてい
ると説明したが、例えば紫外線光源、青色光光源、あるいは緑色光光源を採用してもよい
。また、通常撮影時に点灯する光源及びダーモスコピー撮影時に点灯する光源に、互いに
異なる色の光源を設けるようにし、異なる色の光源ごとに独立して発光できるようにして
もよい。これにより、異なる色の光を照射することで、異なる像を得ることができ、得ら
れた異なる像を比較したり、像を重ね合わせたりすることで、皮膚疾患部の検査、及び診
断を容易なものとすることができる。
【００５０】
　また、第１ＬＥＤ５０は、砲弾状の部位の突出方向が前方を向くように設けられている
と説明した。しかしながら、砲弾状の部位の突出方向が外側を向くように第１ＬＥＤ５０
を配置してもよい。これにより、照射方向Ｌ１を光軸ＯＡから遠ざかる方向に設定するこ
とができ、通常撮影時においてより広範囲に光を照射することができる。
【００５１】
　また、上述の実施形態では、通常撮影用の第１ＬＥＤ５０と、ダーモスコピー撮影用の
第２ＬＥＤ６０とをダーモスコピーカメラ１に設けた。しかしながら、ダーモスコピーカ
メラに１つ又は１群のＬＥＤのみを設け、設けたＬＥＤから通常撮影及びダーモスコピー
撮影のための光を出射するようにしてもよい。この場合、選択された撮影モードに応じて
、１つ又は１群のＬＥＤの向きを変更することができる構成を備えるようにすればよい。
【００５２】
　また、上述の実施形態では、通常撮影用の光源の取付方向と、ダーモスコピー用の光源
の取付方向とを異ならせることで、それぞれの撮影に適した光の照射を実現していた。し
かしながら、通常撮影時用の光源とダーモスコピー用の光源とに異なる光源を用いて、こ
れらの取付方向は同じにしてもよい。例えば、ダーモスコピー用の光源には、照射角度の
小さい（光を照射する範囲が狭い）光源を用い、通常撮影用の光源には、照射角度の大き
い（光を照射する範囲が広い）光源を用いることができる。あるいは、ＬＥＤに付随する
反射板の位置を異ならせることによって、照射する光の方向や照射範囲を異ならせてもよ
い。これにより、ダーモスコピー撮影時には集光した光を、通常撮影時には広範囲に広が
った光を皮膚疾患部に照射することができる。
【００５３】
　また、上述の実施形態では、ダーモスコピー撮影時には第２ＬＥＤ６０を点灯させ、通
常撮影時には第１ＬＥＤ５０を点灯させるとしたが、通常撮影時には両方のＬＥＤを点灯
させてより明るく撮影するようにしてもよい。
【００５４】
　また、第１ＬＥＤ５０及び第２ＬＥＤ６０を同時に点灯させるようにして、ダーモスコ
ピー撮影時には、第１ＬＥＤ５０を覆って光を遮り第２ＬＥＤ６０からの光のみをカメラ
本体１０から出射させ、通常撮影時には、第２ＬＥＤ６０を覆って光を遮り第１ＬＥＤ５
０からの光のみをカメラ本体１０から出射させるようにしてもよい。また、通常撮影時に
は、いずれのＬＥＤも覆わず、第１ＬＥＤ５０からの光及び第２ＬＥＤ６０からの光をカ
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メラ本体１０から出射させるようにしてもよい。
【００５５】
　また、第１ＬＥＤ５０及び第２ＬＥＤ６０を移動可能に設け、ダーモスコピー撮影時に
は、カメラ本体１０から光を出射可能な位置まで第２ＬＥＤ６０を移動させて、第２ＬＥ
Ｄを発光させ、通常撮影時には、カメラ本体１０から光を出射可能な位置まで第１ＬＥＤ
５０を移動させて、第１ＬＥＤ５０を発光させるようにしてもよい。また、通常撮影時に
は、第１ＬＥＤ５０に加え、第２ＬＥＤ６０も移動させて発光させるようにしてもよい。
なお、点灯させないＬＥＤは、カメラ本体１０の後方に待機させておけばよい。
【００５６】
　また、ダーモスコピー撮影時には、接触板４１は、皮膚疾患部に接触した状態にされる
と説明した。しかしながら、十分な照度の光を照射できるのであれば、ダーモスコピーカ
メラ１を皮膚疾患部に近づけることで、ダーモスコピー撮影が可能である。この場合、ダ
ーモスコピー撮影後の洗浄作業が不要となり、診察時間の短縮を図ることができる。
【００５７】
　また、第１撮影レンズ２０及び第２撮影レンズ２１は、平凸レンズであると説明したが
、他の形態のものも採用することができる。例えば、第１撮影レンズ２０及び第２撮影レ
ンズ２１は、２つ又は複数の凸レンズを組み合わせたレンズ、１つのアクロマートレンズ
、２つ又は複数のアクロマートレンズを組み合わせたいずれかであってもよい。また、第
１撮影レンズ２０及び第２撮影レンズ２１は、無収差レンズであってもよいし、球面レン
ズに非球面レンズを組み込んだものでも良い。また、これらのレンズが、反射防止膜やカ
ラーフィルタを含むものであってもよい。また、レンズユニット１２は、第１撮影レンズ
２０を移動可能な構成として、焦点距離を変化させることが可能なレンズ群を有している
と説明したが、単焦点レンズを有する構成としてもよい。
【００５８】
　また、本発明に係る医療用撮像装置は、上記実施形態で説明したダーモスコピーカメラ
１のように、ダーモスコピー撮影状態と通常撮影状態との切り替え可能な医療用撮像装置
に限定されない。また、被写体としても皮膚疾患部に限定されない。例えば、光干渉断層
計（ＯＣＴ（Optical Coherence Tomography））や、コルポスコピーカメラ（Colposcopy
）等に適用可能である。また、例えば、構造物等に形成された穴の内部に光を照射して、
光を照射した穴の内部を拡大して撮影する撮影状態（アタッチメントをカメラ本体に取り
付けた状態）と、穴から離間した位置からから穴の周辺を含めた範囲を撮影する撮影状態
（アタッチメントをカメラ本体から取り外した状態）とを切り替え可能な撮像装置等にも
、本発明を適用することができる。
【００５９】
　また、上記のダーモスコピーカメラ１においては、カメラ本体１０に、シャッタボタン
１８や、ダーモスコピーカメラ１の各種設定を実行するためのタッチパネル式の画面（不
図示）が設けられていると説明した。しかしながら、シャッタボタン１８やタッチパネル
式の画面（不図示）等の操作受付部を、カメラ本体とは物理的に分離した操作部に設ける
ようにしてもよい。カメラ本体と操作部とは、既存の通信技術を用いて双方向に通信可能
である。撮影者は、操作部を操作することにより、カメラ本体の各種設定やシャッタ操作
等を行うことができる。
【００６０】
　また、上記のダーモスコピーカメラ１において、アタッチメント４０はカメラ本体１０
に着脱可能であると説明したが、アタッチメント４０をカメラ本体１０に移動可能に取り
付けた構成としてもよいし、カメラ本体１０とアタッチメント４０とが分離不能な構成で
あってもよい。
【００６１】
（第２の実施の形態）
　次に、アタッチメントをカメラ本体に移動可能に取り付けた第２の実施の形態について
説明する。図８は、本発明を適用した第２の実施の形態のダーモスコピーカメラを示した
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図であり、通常撮影時におけるダーモスコピーカメラの切断面図である。ダーモスコピー
カメラ１００において、アタッチメント１４０は回動可能にカメラ本体１１０に取り付け
られている。カメラ本体１１０の上部には、アタッチメント１４０を回動自在に指示する
回動支持部１１９が形成されている。回動支持部１１９の左右の面には、それぞれアタッ
チメント１４０の回動軸となる回動突起（不図示）が形成されている。この回動突起（不
図示）にアタッチメント１４０の回動部１２５が軸支されることにより、アタッチメント
１４０はカメラ本体１０に対して回動することができる。なお、ダーモスコピーカメラ１
００には、装着リング４５（図１）は設けられていないが、その他の構成については、上
記実施形態で説明したダーモスコピーカメラ１の構成と同様である。そのため、図８にお
いて、同様の構成については同じ符号を付している。
【００６２】
　ダーモスコピー撮影時には、図８に示すように、撮影者はアタッチメント１４０をカメ
ラ本体１１０の前方に位置させる。一方、通常撮影時には、アタッチメント１４０を上方
に回動させて、カメラ本体１１０の前方を開放させる。このように、アタッチメント１４
０を回動させることで、ダーモスコピー撮影状態と通常撮影状態とを切り替えることがで
きる。
【００６３】
　また、アタッチメントの移動態様は、このような回動だけでなく、例えば、アタッチメ
ントをカメラ本体に対してスライドさせる態様であってもよい。ダーモスコピー撮影の際
は、カメラ本体の前方をアタッチメントで覆うように配置し、通常撮影の際は、アタッチ
メントをスライドさせてカメラ本体の前方から移動させればよい。
【００６４】
（第３の実施の形態）
　また、上記の実施の形態では、通常撮影用の光源と、ダーモスコピー撮影用の光源とを
、同一の平面上（同一のＬＥＤ基板１３上）に設けたが、光源の配置態様はこれに限定さ
れず、前後方向における位置を異ならせてもよい。次に、通常撮影用の光源を、ダーモス
コピー撮影用の光源よりも後方に設けた第３の実施の形態のダーモスコピーカメラ２００
について説明する。なお、ダーモスコピーカメラ２００においては、ダーモスコピー撮影
用の光源として、可視光のＬＥＤ２１１、可視光のＬＥＤ２１２、及び近赤外光のＬＥＤ
２１５が設けられている。近赤外光のＬＥＤ２１５は紫外光のＬＥＤに置換してもよい。
【００６５】
　図９は、本発明を適用した第３の実施の形態のダーモスコピーカメラ２００の分解斜視
図である。図１０は、図９におけるライトユニットの正面図である。図１１は、図１０に
おけるＸ－Ｘ線断面図である。図１２は、図１０におけるＹ－Ｙ線断面図である。図１３
は、図１１、図１２におけるフィルタユニットの斜視図である。
【００６６】
　図９に示すように、ダーモスコピーカメラ２００（医療用撮像装置）は、カメラ本体２
２１と、カメラ本体２２１の前方に設けられたライトユニット２２３と、カメラ本体２２
１の後方に設けられたコントローラ２２２とによって一体的に構成されている。カメラ本
体２２１はレンズユニット２２１Ａと枠体２２１Ｂとを含み、ライトユニット２２３は第
１カバー体２２３Ａと第２カバー体２２３Ｂとを含み、コントローラ２２２は本体部２２
２Ａと回路基板２２２Ｂと表示部２２２Ｃとを含んでいる。
【００６７】
　図１０、図１２に示すように、通常撮影用のＬＥＤ２１６は、第２カバー体２２３Ｂの
基端（後方側）の周囲に前方を向いて環状に配置されている。通常撮影用のＬＥＤ２１６
は、図１０では、左右に３個ずつ、計６個が配置された例を示している。
【００６８】
　通常撮影用のＬＥＤ２１６は、第２カバー体２２３Ｂの中心に対して同心円上に等間隔
で配置されている。ＬＥＤ２１６は、レンズユニット２２１Ａの外周位置から光を前方に
向けて出射するリングフラッシュとして機能する。ＬＥＤ２１６は、白色光を発するＬＥ
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Ｄから構成されている。第２カバー体２２３Ｂの先端の開口にはカバー部材２２６が嵌め
込まれており、ダーモスコピー撮影時に被写体である皮膚疾患部に接触する。
【００６９】
　なお、上記実施の形態では、ダーモスコピー撮影用の光源として、一種類の第２ＬＥＤ
６０（図２）のみを設けていた。一方、ダーモスコピーカメラ２００においては、ダーモ
スコピー撮影用の光源として、可視光を出射するＬＥＤ２１１、可視光を出射するＬＥＤ
２１２、及び近赤外光を出射するＬＥＤ２１５の異なる３種類の光源が設けられている。
これらの光源は、図１０に示すように、上下方向に並んで一対となって配置されている。
一対の光源のうち、上側の光源は、斜め下方に向けられており光軸ＯＡに近づく方向によ
り多くの光を出射する。一方、下側の光源は、斜め上方に向けられており光軸ＯＡに近づ
く方向により多くの光を出射する。また、一対のＬＥＤ２１１は偏光フィルタ２１３によ
り覆われているが、一対のＬＥＤ２１２は偏光フィルタに覆われていない。また、ダーモ
スコピー撮影用のＬＥＤ２１１、ＬＥＤ２１２、及びＬＥＤ２１５は、通常撮影用のＬＥ
Ｄ２１６よりも前方に設けられている。
【００７０】
　カメラ本体２２１は、レンズユニット２２１Ａを囲うように支持する枠体２２１Ｂを介
して第１カバー体２２３Ａに取り付けられている。レンズユニット２２１Ａの後方には、
図１１、図１２に示すように、回路配線基板２５０と撮像素子２６０が収容されており、
その前方にはシャッタ２７０とフィルタユニット２８０とが設けられている。
【００７１】
　フィルタユニット２８０は、図１３に示すように、ベースプレート２８１と、赤外カッ
トフィルタ（ＩＲＣＦ）２８２を有する第１回転体２８３と、偏光フィルタ２８４を有す
る第２回転体２８５と、近赤外透過フィルタ２８６を有する第３回転体２８７とを備えて
いる。偏光フィルタ２８４の偏光軸は、一対のＬＥＤ２１１を覆う偏光フィルタ２１３の
偏光軸に直交する。フィルタユニット２８０は、ベースプレート２８１を介してレンズユ
ニット２２１Ａに取り付けられている。ベースプレート２８１の中央には、円形状の光通
過孔２８１ａがあけられている。ベースプレート２８１は、光通過孔２８１ａの中心がダ
ーモスコピーカメラ２００の光軸ＯＡ（図１１、１２）と一致するように設けられている
。これにより、レンズユニット２２１Ａに進入してきた反射光は、光通過孔２８１ａを通
り撮像素子２６０（図１１、１２）に到達する。なお、近赤外透過フィルタ２８６は、図
１０に示す近赤外光のＬＥＤ２１５が紫外光のＬＥＤに置換された場合には、紫外透過フ
ィルタに置換される。
【００７２】
　第１回転体２８３は、回転軸２８３ａを中心に回転可能にベースプレート２８１に取り
付けられている。第１回転体２８３は、図１３に示す第１状態と、第１状態から矢印Ｙ１
の方向に回転して赤外カットフィルタ２８２で光通過孔２８１ａを覆う第２状態との間で
変化する。第２回転体２８５は、回転軸２８５ａを中心に回転可能にベースプレート２８
１に取り付けられている。第２回転体２８５は、図１３に示す第１状態と、第１状態から
矢印Ｙ２の方向に回転して偏光フィルタ２８４で光通過孔２８１ａを覆う第２状態との間
で変化する。第３回転体２８７は、回転軸２８７ａを中心に回転可能にベースプレート２
８１に取り付けられている。第３回転体２８７は、図１３に示す第１状態と、第１状態か
ら矢印Ｙ３の方向に回転して近赤外透過フィルタ２８６で光通過孔２８１ａを覆う第２状
態との間で変化する。第１回転体２８３、第２回転体２８５、及び第３回転体２８７は、
互いに前後方向の位置が異なっているため独立して回転可能である。そのため、光通過孔
２８１ａを覆うフィルタを一枚とすることができるとともに、複数枚とすることもできる
。
【００７３】
　ここで、皮膚疾患部の診断に際し、可視光でのダーモスコピー撮影に加え、近赤外光及
び紫外光を照射できるように構成しておくことが好適な理由は次のとおりである。皮膚の
最深部（真皮）を撮影するには近赤外光でのダーモスコピー撮影が適しており、それより
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波長が短くなるほど光は深部に届かなくなる傾向がある。また、色素病変ではメラニン、
血管腫ではヘモグロビンが皮膚疾患部の色調の変化をもたらす色素となり得る。しかしな
がら、後者のオキシヘモグロビンについては可視光の照射が適する一方、前者のドーパメ
ラニンでは波長が長いほど光の吸収効率が低下するため、可視光より波長が短い紫外光が
より効果的となる。
【００７４】
　本実施の形態では、ＬＥＤ２１１、ＬＥＤ２１２、ＬＥＤ２１５、及びＬＥＤ２１６に
より、４つのパターンで点灯することが可能となる。すなわち、近赤外光（又は紫外光）
の上下一対のＬＥＤ２１５を点灯させる第１パターン、偏光フィルタ２１３に覆われた可
視光の上下一対のＬＥＤ２１１を点灯させる第２パターン、偏光フィルタ２１３に覆われ
ていない可視光の上下一対のＬＥＤ２１２を点灯させる第３パターン、通常撮影用のＬＥ
Ｄ２１６を点灯させる第４パターンである。また、このような点灯パターンに応じて、第
１回転体２８３、第２回転体２８５、第３回転体２８７の回転動作を制御することにより
、異なる撮影状態に容易に切り替えることができる。
【００７５】
　このような、異なる撮影状態を１回のシャッタ操作によって一度に撮影することもでき
る。例えば、ダーモスコピー撮影に用いられる第１パターンから第３パターンを順不同に
自動連写するように構成するこができる。さらには、通常撮影用の第４パターンも含めて
自動連写するように構成することもできる。
【００７６】
　図１１は、第１パターンから第３パターンにおいてダーモスコピー撮影を行った場合の
垂直画角θｘを示している。垂直方向には、ＬＥＤ２１５、ＬＥＤ２１１又はＬＥＤ２１
２は、光軸ＯＡに向けてテーパ状に光を照射する。これにより、カバー部材２２６に接触
した皮膚疾患部から反射された光のレンズユニット２２１Ａへ入射する垂直画角θｘは相
対的に狭くなる。例えば、図１１では、垂直画角θｘは３５．２°である。
【００７７】
　なお、図１１において、ＬＥＤ２１５（ＬＥＤ２１１及びＬＥＤ２１２も含む）に制御
信号を流すための有線２２８及び端子２２８ａが上下一対に設けられている。また、第１
カバー体２２３Ａの外周近傍には、図１２で示すＬＥＤ２１６に制御信号を流すための有
線２２９及び端子２２９ａが設けられている。
【００７８】
　図１２は、第１パターンから第３パターンにおいてダーモスコピー撮影を行った場合の
水平画角θｙを示している。水平方向には、ＬＥＤ２１５、ＬＥＤ２１１又はＬＥＤ２１
２は光軸ＯＡと平行に照射する。これにより、カバー部材２２６に接触した皮膚疾患部か
ら反射された光のレンズユニット２２１Ａへ入射する水平画角θｙは相対的に広くなり、
例えば、図１２では、水平画角θｙは４７°である。
【００７９】
（実施の形態３の効果について）
　以上説明したように、実施の形態３に係るダーモスコピーカメラ２００においては、簡
易な構成及び操作で、偏光のないＬＥＤ２１２の照射下で皮膚表面を観察できる状態の画
像と、偏光のあるＬＥＤ２１１の照射下で皮膚内部を観察できる状態の画像と、近赤外光
（又は紫外光）を発するＬＥＤ２１５の照射下で皮膚表面を観察できる状態の画像と、通
常の白色光を発するＬＥＤ２１６の照射下で皮膚表面を観察できる状態の画像と、を得る
ことができる。また、フィルタユニット２８０の動作を制御することで、レンズユニット
２２１Ａを通る光が通過するフィルタを切り替えることができ、所望の撮像状態に容易に
切り替えることができる。
【００８０】
　また、ダーモスコピー撮影の際に光を透過させる偏光板をカメラ本体に設けることで、
ダーモスコピー撮影用に用いるアタッチメントが不要になる。これにより、アタッチメン
トの取付け取り外し作業を省略することができ、撮影状態を容易に切り替えることができ
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る。
【００８１】
　ダーモスコピー撮影用のＬＥＤの種類を、可視光タイプ、紫外タイプ、近赤外タイプと
することもできる。これにより、１回のシャッタ操作で３種類の光源を用いた撮影が可能
となる。
【００８２】
　また、異なる撮影状態に切り替えて連写することができるため、撮像される画像が、外
光の変化やＡＥ、ホワイトバランス等のカメラの微妙な違いに影響されない。また、純粋
な偏光／非偏光の同一画角の同一倍率の撮影が可能となることから、診断時間の短縮を図
ることができるとともに、比較しやすい撮影画像を得ることができる。
【００８３】
　上記実施の形態では、第１光源と第２光源が別に存在するものとして説明した。しかし
、例えばＬＥＤ又は偏光板の位置や照射方向を変えられるようにして、同じ光源を第１撮
影状態と第２撮影状態とで共用することも可能である。
【００８４】
　上記では、いくつかの実施の形態とその変形例について説明したが、これらで説明した
特徴を適宜組み合わせて医療用撮像装置を構成することができる。その他、上記実施の形
態で示した構成などの具体的な細部は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において適宜変更
可能である。
【００８５】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態に限定
するものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む。以
下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。付記
の番号は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通りである。
【００８６】
（付記）
（付記１）
　通常の撮影状態で患部の撮影を行う第１撮影状態と、通常の撮影状態とは異なる撮影状
態で患部の撮影を行う第２撮影状態とを有し、患部の診断を支援するための画像を撮像す
る医療用撮像装置において、
　第１光源と、第２光源と、を備え、
　前記第１撮影状態の際に被写体に光を照射する光源として、少なくとも前記第１光源を
採用し、前記第２撮影状態の際に前記被写体に光を照射する光源として、少なくとも前記
第２光源を採用するように構成され、
　前記第２光源の照射方向は、前記第１光源の照射方向と異なる方向に設定されている、
　ことを特徴とする医療用撮像装置。
【００８７】
（付記２）
　前記第１光源と、前記第２光源と、撮像素子と、前記撮像素子と前記被写体とを結ぶ光
軸上に位置するレンズ群と、を有する撮像装置本体を備え、
　前記第２光源の照射方向は、前記光軸に近づく方向に設定されている、
　ことを特徴とする付記１に記載の医療用撮像装置。
【００８８】
（付記３）
　前記第１光源の照射方向は、前記光軸に対して並行又は遠ざかる方向に設定されている
、
　ことを特徴とする付記２に記載の医療用撮像装置。
【００８９】
（付記４）
　前記第１撮影状態は、通常撮影状態であり、
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　前記第２撮影状態は、ダーモスコピー撮影状態であって、
　前記レンズ群は、前記ダーモスコピー撮影状態では拡大レンズとして機能し、前記通常
撮影状態では前記ダーモスコピー撮影状態よりも広角なレンズとして機能する、
　ことを特徴とする付記２又は３に記載の医療用撮像装置。
【００９０】
（付記５）
　前記撮像装置本体は、前記光軸上に位置する、ダーモスコピー撮影のために前記第２光
源から出射された光を偏光するための偏光部材を備える、
　ことを特徴とする付記４に記載の医療用撮像装置。
【００９１】
（付記６）
　前記第１光源と前記第２光源は、前記撮像装置本体の前方に設けられている、
　ことを特徴とする付記２～５のいずれか１つに記載の医療用撮像装置。
【００９２】
（付記７）
　前記第２光源の少なくとも一部は、偏光部材が設けられて偏光光を照射し、
　前記第１光源は、非偏光光を照射し、
　前記撮像素子の前方に、偏光軸の方向が前記偏光部材の偏光軸の方向と異なる偏光部材
を備える、
　ことを特徴とする付記２～６のいずれか１つに記載の医療用撮像装置。
【００９３】
（付記８）
　前記第１光源と前記第２光源は、前記レンズ群の周囲に設けられている、
　ことを特徴とする付記２～７のいずれか１つに記載の医療用撮像装置。
【００９４】
（付記９）
　前記第１光源は、前記第２光源よりも後方に設けられている、
　ことを特徴とする付記１～７のいずれか１つに記載の医療用撮像装置。
【００９５】
（付記１０）
　前記第１光源の取り付け方向と、前記第２光源の取り付け方向とを異ならせことによっ
て、前記第１光源の照射方向と前記第２光源の照射方向とを異ならせるとともに、前記第
１光源からの光によって照射する照射領域と、前記第２光源からの光によって照射する照
射領域とを異ならせる、
　ことを特徴とする付記１～９のいずれか１つに記載の医療用撮像装置。
【００９６】
（付記１１）
　前記第２光源の少なくとも一部は、偏光部材が設けられて偏光光を照射し、
　前記第１光源は、非偏光光を照射する、
　ことを特徴とする付記１に記載の医療用撮像装置。
【００９７】
（付記１２）
　前記第１撮影状態の際に少なくとも前記第１光源を点灯し、前記第２撮影状態の際に少
なくとも前記第２光源を点灯するように構成されている、
　ことを特徴とする付記１～１１のいずれか１つに記載の医療用撮像装置。
【００９８】
（付記１３）
　前記第１撮影状態の際に前記第１光源を点灯し、前記第２撮影状態の際に前記第１光源
及び前記第２光源の両方を点灯するように構成されている、
　ことを特徴とする付記１～１１のいずれか１つに記載の医療用撮像装置。
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【００９９】
（付記１４）
　前記第１光源と前記第２光源には照射角度が異なる光源が用いられている、
　ことを特徴とする付記１～１３のいずれか１つに記載の医療用撮像装置。
【０１００】
（付記１５）
　前記第１光源と前記第２光源には照射強度が異なる光源が用いられている、
　ことを特徴とする付記１～１４のいずれか１つに記載の医療用撮像装置。
【０１０１】
（付記１６）
　前記第１光源と前記第２光源には照射距離が異なる光源が用いられている、
　ことを特徴とする付記１～１５のいずれか１つに記載の医療用撮像装置。
【０１０２】
（付記１７）
　前記第１光源と前記第２光源には波長が異なる光源が用いられている、
　ことを特徴とする付記１～１６のいずれか１つに記載の医療用撮像装置。
【０１０３】
（付記１８）
　前記第１光源と前記第２光源は、同じ光源であって、前記第１撮影状態と前記第２撮影
状態とで、光の照射方向を変えるか、又は前記光軸上に偏光板を位置させる状態と位置さ
せない状態とで切り替えるように構成されている、
　ことを特徴とする付記２に記載の医療用撮像装置。
【符号の説明】
【０１０４】
１，１００，２００・・ダーモスコピーカメラ、１０，１１０，２２１・・カメラ本体、
１１・・筐体、１１ａ・・基板収容部、１２・・レンズユニット、１３・・ＬＥＤ基板、
１４・・カバープレート、１４ａ・・開口、１５・・カバー部、１７・・電源ボタン、１
８・・シャッタボタン、２０・・第１撮影レンズ、２１・・第２撮影レンズ、２３，２１
３，２８４・・偏光フィルタ、２４・・カバープレート、２５，２７０・・シャッタ、３
０，２５０・・回路配線基板、３１，２６０・・撮像素子、４０，１４０・・アタッチメ
ント、４１・・接触板、４１ａ・・凹部、４２・・筒状体、４５・・装着リング、４５ａ
・・凹部、５０・・第１ＬＥＤ、５０ａ・・照射領域、５１，５２・・照射面、５１ａ，
５２ａ，５２ｂ，５２ｃ・・照射領域、５１ｂ，５２ｄ・・非照射領域、６０・・第２Ｌ
ＥＤ、６０ａ・・照射領域、１１９・・回動支持部、１２５・・回動部、２２１Ａ・・レ
ンズユニット、２１１，２１２，２１５，２１６・・ＬＥＤ、２２１Ｂ・・枠体、２２２
・・コントローラ、２２２Ａ・・本体部、２２２Ｂ・・回路基板、２２２Ｃ・・表示部、
２２３・・ライトユニット、２２３Ａ・・第１カバー体、２２３Ｂ・・第２カバー体、、
２２６・・カバー部材、２２８，２２９・・有線、２２８ａ，２２９ａ・・端子、２８０
・・フィルタユニット、２８１・・ベースプレート、２８１ａ・・光通過孔、２８２・・
赤外カットフィルタ、２８３ａ，２８５ａ，２８７ａ・・回転軸、２８６・・近赤外透過
フィルタ、ＯＡ・・光軸、Ｌ１，Ｌ２・・照射方向、θ１，θ２・・照射角度
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